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はじめに 

旧正月を迎える頃になりますと、IR8A（いわゆる

源泉徴収票）を会社から受領される方も多いのでは

ないでしょうか。給与所得者は、会社から受け取っ

たIR8Aを基に各個人において、確定申告をすること

になります。シンガポールにおいては、源泉徴収制

度がなく、給与所得者のほぼ全ての人に確定申告

が義務付けられています。日本において、多くの給

与所得者は年末調整だけで完結し確定申告を要し

ませんが、シンガポールでは確定申告が必要となり

ますので注意が必要です。 

個人所得税の計算期間は暦年となっており、その確

定申告書の申告期限は4月15日（電子申告の場合

には4月18日）とされています。本稿では、確定申告

時に誤りやすい論点して、日本とシンガポール両国

の制度上で差異がある現物給与や各種手当を受け

た場合の給与所得者の課税関係を中心に解説しま

す。 

 

個人所得税の課税対象所得 

シンガポールにおいて課税対象となる所得は、シ

ンガポールで生じた所得又は稼得された所得、すな

わちシンガポール源泉所得とされています。個人の

課税所得の計算上、国外源泉所得を全額非課税と

しているという点に日本との差異がみられます。 

例えば、給与所得者の場合の課税対象所得は、給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与、賞与、残業手当、その他の手当、現物給与等が

あります。仮に、給与や賞与を日本の会社から支給

されていたとしても、シンガポール国内で勤務したこ

とに対する対価（シンガポール国内源泉所得）であ

る場合にはシンガポールにおいて課税対象所得と

なります。 

一方、国外源泉所得の例としては、日本にある持家

を賃貸していることによって生じる家賃収入等が挙

げられます。日本の不動産から生じる収入はシンガ

ポールにおいて国外源泉所得とされ、シンガポール

においては課税されません。 

では、どのような手当や現物給与がシンガポール国

内源泉所得となり、課税対象とされるかを主たる項

目を挙げながら確認します。 

 

住宅手当及び借上社宅 

住宅家賃の課税所得の計算方法は賃貸借契約

の契約主や、家賃の支払い方法によって異なってき

ます。 

①住宅手当支給 

従業員の住宅について、個人と家主が直接契約し、

会社が住宅手当を個人に支払っている場合にはそ

の住宅手当全額が課税所得となります。この点にお

いては、日本と同様の取り扱いとなります。 

②借上社宅 

一方、従業員の住宅について、会社と家主が直接 
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契約し、会社から家主に家賃の支払いが行われて

いる場合には、IRASが公表している固定資産の評

価である年次価値（Annual Value）又は家賃支払額

のいずれか低い方が課税所得となります。 

なお、借上社宅の場合で、家具付き住宅を支給して

いる場合には、年次価値の50%（すべての家具付き）

又は40%（一部の家具付き）を加算する必要がありま

す。 

 

車両支給 

会社から乗用車を支給されている場合には、私用

相当分に対して課税されることになります。社用車か

リース車かによって計算方法は異なりますが、私用走

行距離を個人において記録しておく必要があります。

その他、ドライバーを会社で雇用している場合には一

定の計算方法により課税所得を算出します。 

①社用車 

社用車（新車）の場合には下記の計算式により計算し

た金額が課税所得となります。 

3 車両購入価格－残存価格

7 10

× +

S$0.45/km

(S$0.55/km)

× 私用走行距離

 

ガソリン代の負担が個人負担の場合にはS$0.45を、

その負担が会社負担の場合にはS$0.55を用いてそれ

ぞれ計算します。 

②リース車 

リース車の場合には下記の計算式により計算した金

額が課税所得となります。 

3

7

+ S$0.1/km ×年間リース料総額 私用走行距離×

 

なお、ガソリン代の負担が個人負担の場合には、

「S$0.1/km×私用走行距離」を加算する必要はありま

せん。 

 

出張手当 

従業員がシンガポールから海外出張に行った際 

 

に、日当として海外出張手当を支給する会社もあり

ます。その海外出張手当については、シンガポール

の税務当局が公表している限度額を超える部分が

課税所得となります。 

例えば、2016年に日本に出張した場合の限度額は

S$93（2015年はS$185。）となっており、それを超え

た部分については課税されることになります。税務

当局は毎年この限度額を変更していますので、毎年

レートを確認する必要があります。 

なお、ビジネス目的の交通費、宿泊代又は交際費等

の実費精算分については、課税の対象とはなりま

せん。 

 

通勤費 

日本では通勤費は非課税とされていますが、シン

ガポールでは通勤手当の支給であっても、実費精

算であっても課税所得として取り扱われます。自宅

から会社までの交通費（通勤費）が課税される一方、

業務上の営業交通費については課税されません。 

 

社会保険料 

従業員に対して、日本法人から給与支給が行わ

れている場合には、日本法人は社会保険の支払い

が生じます。社会保険には、会社負担分及び個人

負担分がありますが、日本では非課税とされている

会社負担分についても、シンガポールでは課税所

得に含めて計算する必要があります。ただし、次の

要件を満たす場合には、日本法人の会社負担分の

社会保険料は課税されません。 

・ 政府によって運営されている社会保険に対する

拠出である場合 

・ 日本法人が拠出金を支払うことが強制されてい

る場合 

・ シンガポール法人又は支店がこの負担を負わな

い場合 
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なお、401Kや厚生年金基金等は私的年金であり、

政府運営の社会保険に該当しないため、会社負担

分についても課税されることになります。 

 

一時帰国費用 

従業員及びその家族が一時帰国のために会社が

負担した旅費については、その実額費用の20%相当

額が課税所得となります。ただし、本人及び配偶者

については年1回、その子供については年2回まで

この取り扱いが適用されます。この取り扱いは駐在

員に限定されており、シンガポール国籍及びシンガ

ポール永住権保有者はこの規定の適用を受けるこ

とはできません。 

 

その他の手当等 

子供の教育費、私用の携帯電話料金又はメイド

の費用等を会社が負担する場合には、課税所得と

して申告することになります。 

 

おわりに 

日本とシンガポールでは、課税所得の計算方法が

異なる現物給与や各種手当があります。特に、日本

では、非課税とされる手当であっても、シンガポール

では課税所得となってしまう手当が存在します。予期

せぬ課税を防ぐためにも予め専門家にご相談される

ことが望まれます。 
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